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審議案件 １          大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第５条第１項） 
 
一 審議案件の概要                                       ＜届出事項＞ 
（１） 大規模小売店舗の名称 ：カレスト幕張 
（２） 所在地        ：習志野市芝園１丁目１番１９ 
（３） 建物設置者      ：日産自動車株式会社 代表取締役 カルロス・ゴーン 
（４） 小売業者名      ：日産自動車株式会社 代表取締役 カルロス・ゴーン 

（業種：自動車販売） 
 

（５） 敷地の概要：・面積 ３３，９００㎡    ・所有形態 借地 
・都市計画区域 市街化区域  ・用途地域 準工業地域 

          ・地 目 雑種地       ・現 況  臨時駐車場等 
・開発許可   不要 
・建築確認   平成 15年２月７日申請 
 

建物の概要：・構  造 鉄骨造・平屋建て 
・建築面積  ６，８７７㎡  ・延床面積   ６，７５９㎡ 
・店舗面積  ４，３１３㎡ 

（６） 周辺の環境等：計画地周辺に住居はなく、都市計画道路をはさんで北側は JRの敷地、南側は千葉 
工業大学、物流センターに隣接している。西側，東側は県企業庁用地であり、現状 

           は空地と公園予定地となっている。 
（７） 処理経過： 届出日     平成１５年２月３日 

公告縦覧期間  平成１５年２月１４日～平成１５年６月１４日 
説明会  日時 平成１５年３月１９日 １回目 １０時３０分～１１時３０分 
                   ２回目 １９時～２０時 

           場所 新習志野公民館 
（８） 市町村・住民等の意見： 

ア 習志野市の意見 あり 
    イ 住民等の意見  なし 

１ 新設日 ：平成１５年１０月４日 
２ 店舗面積：４，３１３㎡ 
 
３ 駐車場の位置：別紙（図３） 
  駐車場の収容台数：３４６台 
 
４ 駐輪場の位置：別紙（図３） 
  駐輪場の収容台数：３０台 
 
５ 荷さばき施設の位置：別紙（図３） 
  荷さばき施設の面積：６９２㎡ 
 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：別紙（図３） 
  廃棄物等の保管施設の容量：５２m3 

 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後１０時 
 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～午後１０時１５分 
 

９ 駐車場の出入口の数：２か所 
駐車場の出入口の位置：別紙（図３） 

１０荷さばき可能時間帯：午前７時～ 
午後１０時 
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数：届出台数  ３４６台 
  （指針）  必要駐車台数＝（Ａ：店舗面積あたり日来客数原単位 971人/千㎡）×（S：店舗面積 4.313千㎡） 
                ×（Ｂ：ﾋﾟｰｸ率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 75.0％）÷（Ｄ：平均乗車人数 2.0人） 
                ×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.9）     
              ＝２２２台 
 
         
② 駐車場の位置及び構造等 
  ・建物外平面駐車場  ・面積 １０，３８０㎡ 
   
交通への支障を回避するための方策 
・交通整理員の配置 オープン時及び土日祝祭日に駐車場出入口に配置する。 
・誘導案内板の設置 案内板により周辺からの車来場者を駐車場まで円滑に誘導する。 
・チラシの配布   新聞折込チラシ等を配布し、経路・駐車場出入口等の案内を行う。             

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
③ 駐輪場の確保等  
  届出台数    ：３０台 
 
     既存店の駐輪場利用実績を基に市道路交通課との協議により算出した。（施設の性格上、自転車による来場者は

少ない。） 
     （既存店）カレスト座間（神奈川県座間市広野台） 
           店舗面積 6,460㎡（中古車販売施設を含む）   ピーク時（日曜祭日）で５台程度の駐輪 
             
 
     習志野市自転車の放置防止に関する条例に基づく設置台数 ２１５台（２０㎡に 1台） 
    （指針参考値） 必要駐輪台数＝（店舗面積 4,313㎡）÷（１台／38㎡）＝ １１４台 
      
 

＊駐車場 
 指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要は充足している

と認められる。 
  また、効率的な駐車場レイアウト

により駐車場内の混雑を緩和する

こととしており、安全かつ円滑な入

出庫に対する配慮がなされている

ものと認められる。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
＊駐輪場 
  駐輪需要は充足していると認め

られる。 
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指針等に基づく配慮事項 検討状況 

④ 荷さばき施設の整備等 
 ア 荷さばき施設の整備   ・面積 ：６９２㎡ （①２０２㎡ ②２５５㎡ ③２３５㎡） 
 
 イ 計画的な搬出入  
  ・同時作業可能台数    ：１台 
  ・待機ｽﾍﾟｰｽ        ：有り 
  ・搬出入車両専用出入口  ：有り 
  ・荷さばき可能時間帯   ：午前７時～午後１０時 
  ・搬出入時間帯      ：午前９時～午後７時 
  ・搬出入車両       ：７台／日        
・平均的な荷さばき処理時間：４０分 

  ・ピーク時の搬出入車両台数：１台／ｈ 
 
⑤ 経路の設定等 
 ア 案内経路  
   案内表示の設置 ：周辺地域（広域）４か所に案内経路の表示看板を設置する。 
   チラシ等の配布 ：新聞折込チラシに来店経路を掲載する。 
   交通整理員の配置：駐車場出入口に交通整理員を配置する。  
 
 
 
 

＊荷さばき施設 
  搬出入計画に基き、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなさ

れているものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊経路 
  チラシ等の配布によるＰＲ、交通

整理員の配置等適切な配慮がなさ

れているものと認められる。 
 

 
 
（２）歩行者の通行の利便の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・敷地内の歩車道分離のため、駐車場の車道を着色する。 
 
・夜間は外灯を歩行者通路に点灯し、歩行者の安全を確保する。 
 
・道路境界に植栽を施し、歩行者の安全と潤いの空間を提供する。 

＊歩行者 
  歩行者等の安全性及び利便性の

確保に適切な配慮がなされている

ものと認められる。 
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 （３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

廃棄物減量化及びリサイクル計画 
 ・習志野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例・規則に基づき、事業系一般廃棄物の減量化･資源化計画を提出。 
 ・店内で発生した発泡スチロール、段ボール、缶・瓶は分別収集してリサイクルする。 
 周辺住民への周知方法 
  ・敷地内に配置するゴミ箱を資源ゴミ専用と一般ゴミ用とに分類し、来場者にリサイクル推進の誘導表示を行う。 
 

＊廃棄物減量化及びリサイクル計画 
  適切な配慮がなされていると認

められる。 

 
 
 
 （４）防災対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

  敷地内に 40tの防火水槽を２か所設置する。 
 
近隣における災害時等で協力要請があれば必要な協力を行う。 
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 ２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
 （１） 騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 騒音問題に対応するための対応策 
 ア 騒音問題への一般的対策 ：騒音発生源（荷捌施設、ゴミ回収施設,、室外機）を JR線路側もしくは敷地中央に配

置する。 
                  
イ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 ： 
  ａ荷さばき作業に伴う騒音対策 
    荷さばき施設→・荷捌施設を JR施設側に配置する。 
           ・十分な荷捌きスペースを確保し、作業時間の短縮を図る。 
    荷さばき作業→・夜間の搬入作業を行わない。  
           ・搬入車両のアイドリング禁止を徹底する。 
           ・作業人員への騒音防止意識を徹底指導する。 
  ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策  夜８時以降はスピーカーを使用しない。大音量での BGM放送は行わない。 
 
 ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 ： 
  ａ冷却塔、室外機等からの騒音  ・JR線路側もしくは敷地中央に配置する。 
  ｂ駐車場からの騒音       ・なし 
  ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音   ・早朝･深夜の回収作業を行わない。 

・回収車のアイドリング禁止の徹底。 
・回収車のドア開閉音の抑制、回収業者へ騒音抑制意識の指導を徹底させる。 

 
 
② 騒音の予測・評価について 
 ア 騒音の総合的な予測・評価方法 ： 
   予測・評価は実施していないが、計画地周辺には保全対象とすべき施設はなく、周辺環境への影響はない。 
   ・北側 ＪＲ京葉線・東関東自動車道をはさんで最も近い民家まで 250m 
   ・東側 芝園公園 
   ・南側 都計道 3-3-21号線（幅員 28.5ｍ）をはさんで大学敷地まで 100m 
   ・西側 空地であるが、県企業庁の業務用地（分譲地） 
 
 
  

＊騒音 
計画地周辺には住居等の保全対

象とすべき施設はなく、周辺環境へ

の影響はない。 
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 （２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について 
 ア 保管のための施設容量の確保    
   廃棄物等の保管施設の容量  ： ２２ｍ3 

                        
   （指針）「廃棄物等の保管容量（㎥）」紙製廃棄物＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）1.078ｔ×「Ｂ： 
                          廃棄物等の平均保管日数 1日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重 

（ｔ／ｍ3）0.10  ＝10.783ｍ3 
空き缶・ ＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.160ｔ×「Ｂ： 

                    空き瓶    廃棄物等の平均保管日数 1.8 日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比 
重（ｔ／ｍ3）0.10 ＝2.793ｍ3 

                    厨芥その他＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.423ｔ×「Ｂ： 
                           廃棄物等の平均保管日数 1日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重

（ｔ／ｍ3）0.15 ＝2.818ｍ3 
                    合計  １６．３９３ｍ3  
       小売店舗以外の施設（サービス工場）から排出される産業廃棄物（タイヤ、バッテリー等）保管用として、

産業廃棄物保管庫３０㎥を別途設ける。  
 
② 廃棄物等の運搬や処理について ： 
 ア・運搬方法    業者委託    
  ・運搬頻度    一般ゴミ、紙製廃棄物→１日１回、空き缶・空き瓶→週４回、産業廃棄物→週１回 
 イ・運搬予定業者  市または県の許可業者  

＊廃棄物 
  保管容量については、指針を上回 

 る保管容量が確保されており、また 
運搬及び処理委託業者についても

指定業者による敷地外処理を計画

しており、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （３） 街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

敷地内の緑化計画  ： 緑化面積  １，３２６㎡（敷地面積 ３３，９００㎡）  緑化率 3.9％ 
景観への配慮：敷地境界線、ポケットパークの緑化により憩いの場とする。建物外観は暖色系のアースカラーとし、サイ

ンとの統一を図り親しみのあるデザインとする。県企業庁の環境デザインマニュアルによる建物配置計画。 
屋外照明・広告塔照明等 ：・点灯時間  建物外灯  日没から 22時まで  駐車場外灯 日没から 22時 15分まで 
                    広告塔照明 日没から 22時まで 
             ・光害対策  屋外照明は高さ 12mのポール型を採用し、広角型の照明器具は設置しない。 

広告塔はスポット照明とし、光の拡散を防ぐ。 

＊緑化等  
  地域環境との調和に適切な配慮 
 がなされていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
意見とその対応 検討状況 

 
（１）習志野市の意見 
① 開店後、交通計画（予測）に反し交通渋滞等が発生した場合は、再協議すること。 
（対応）再協議する。 
 
② 誘導計画について詳細が決定した段階で協議すること。特に東１５号橋脇交差点の上り車線の直進誘導を周知す

ること。 
   （対応）再協議する。直進誘導の周知を図る。 
 
③ 場内各出入口部の照度を確保すること。 
（対応）確保する。 
 
④ 遠方からの来客車両が東関東自動車道以北の住宅地内に進入しないよう、チラシ、看板等で周知させること。 
（対応）周知させる。 
 
⑤ 太陽光利用や雨水利用等について検討すること。 
（対応）今後の運営方針の検討課題とする。 
 
⑥ 浄化機能を有した建築資材を活用し、自動車の排出ガスの浄化に努めること。 
（対応）排ガスについて、光触媒舗装による排気ガス浄化工法を取り入れたり、駐車場周辺に緑地帯を設置して

CO₂ 低減に努める。 
 

 
（２）住民等の意見 
        な し 
 
 
 
 

 
①②は協議するとしている。 
③④については基本的には設置者

が計画している措置の履行を求める

ものでありその実施に努めるとして

いる。 
⑤⑥については指針に係る事項で

はない。 
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三 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に関する事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数に対し、指針を上回る収容台数が確保されており、駐車需要は充

足されているものと認められる。 
   駐輪場については、駐輪需要は充足されているものと認められる。 
   荷さばき施設については、搬出入計画に基づく必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がなされているものと認められる。 
２ 騒音の発生に係る事項については、計画地周辺には住居等の保全対象とすべき施設はなく、適切な配慮がなされているものと認められる。 
３ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関して

も適切な配慮がなされているものと認められる。 
４ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされているものと認められる。 

 
 なお、習志野市の意見については、適切な対応がなされるものと認められる。 
  また、住民等からの意見はなかった。 
 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると

判断する。 
 
四 県の意見（案） 
  「意見なし」  
  なお、店舗の維持・運営にあたっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ２          大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第５条第１項） 
 
一 審議案件の概要                                       ＜届出事項＞ 
（１） 大規模小売店舗の名称 ：（仮称）カスミ印西原山店 
（２） 所在地        ：印西市原山３丁目１番ほか 
（３） 建物設置者      ：株式会社カスミ  代表取締役 小濵裕正 
（４） 小売業者名      ：株式会社カスミ  代表取締役 小濵裕正（業種：食品スーパー） 
 
（５） 敷地の概要：・面積  ６，８９９㎡    ・所有形態 借地 

・都市計画区域 市街化区域  ・用途地域 近隣商業地域 
          ・地目 宅地         ・現況 更地 

・開発許可   不要 
・建築確認   平成 15年４月申請 

建物の概要：・構造 鉄骨造・２階建 
・建築面積 ２，５５１㎡  ・延床面積 ２，６３０㎡ 
・店舗面積 １，７８１㎡ 
 

（６） 周辺の環境等：計画地北側は道路(幅員 12m)をはさみ中学校及び事務所、西側は道路(幅員 25ｍ)を 
はさみ駐車場、南側は遊歩道をはさみ公園、東側はコミュニティセンターとなって 
いる。 
 

（７） 処理経過： 届出日     平成１５年２月４日 
公告縦覧期間  平成１５年２月１４日～平成１５年６月１４日 
説明会  日時 平成１５年３月１９日 １４時３０分～１５時３０分 

           場所 サザンプラザ 
 

（８） 市町村・住民等の意見： 
ア 印西市の意見  あり 
イ 住民等の意見  なし 

１ 新設日 ：平成１５年１１月２０日 
２ 店舗面積：１，７８１㎡ 
３ 駐車場の位置：別紙（図３） 
  駐車場の収容台数：１１１台 
４ 駐輪場の位置：別紙（図３） 
  駐輪場の収容台数：９０台 
５ 荷さばき施設の位置：別紙（図３） 
  荷さばき施設の面積：１８７㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：別紙（図３） 
  廃棄物等の保管施設の容量：２７m3 
７ 開店時刻：午前９時 
  閉店時刻：翌午前零時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～翌午前零時３０分 
 

９ 駐車場の出入口の数：３か所 
駐車場の出入口の位置：別紙（図３） 
 

１０荷さばき可能時間帯：午前３時～ 
午後１０時 
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数：届出台数  １１１台 
  （指針）  必要駐車台数＝（Ａ：店舗面積あたり日来客数原単位 1,047人/千㎡）×（S：店舗面積１.781千㎡） 
                ×（Ｂ：ﾋﾟｰｸ率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 60.0％）÷（Ｄ：平均乗車人数 2.0人） 
                ×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.663）     
              ＝ ５８台         
 
 
 
 
② 駐車場の位置及び構造等 
  ・建物外平面駐車場   ・面積 １，３８８㎡ 
 
交通への支障を回避するための方策 
・交通整理員の配置  駐車場出入口及び駐車場内に配置する。 
・誘導案内板の設置  駐車場出入口に案内板を設置する。周辺に誘導看板を設置する。 
・チラシの配布    新聞折込チラシを配布する。                             

  
 
 
  
③ 駐輪場の確保等  
  届出台数    ： ９０台 
 
  （印西市条例） 必要駐輪台数＝（店舗面積 1,781㎡）÷（１台／20㎡） 
                ＝ ８９台 
 
  （指針参考値） 必要駐輪台数＝（店舗面積 1,781㎡）÷（１台／38㎡） 
                ＝ ４７台 
 
 
 

＊駐車場 
 指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要は充足している

と認められる。 
  また、効率的な駐車場レイアウト

により駐車場内の混雑を緩和する

こととしており、安全かつ円滑な入

出庫に対する配慮がなされている

ものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊駐輪場 
  必要台数が確保されており、駐輪

需要は充足していると認められる。 
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指針等に基づく配慮事項 検討状況 

④ 荷さばき施設の整備等 
 ア 荷さばき施設の整備   ・面積 ：１８７㎡  
 
 イ 計画的な搬出入  
  ・同時作業可能台数    ：２台 
  ・待機ｽﾍﾟｰｽ        ：なし 
  ・搬出入車両専用出入口  ：有り 
  ・荷さばき可能時間帯   ：午前３時～午後１０時 
  ・搬出入時間帯      ：午前３時～午後１０時 
  ・搬出入車両       ：１１台／日        
・平均的な荷さばき処理時間：１５分 

  ・ピーク時の搬出入車両台数：２台／ｈ 
 
⑤ 経路の設定等 
 ア 案内経路  
   案内表示の設置 ：案内看板を敷地内に設置する。周辺に誘導看板を設置する。 
   チラシ等の配布 ：新聞折込チラシに来店経路を掲載する。 
   交通整理員の配置：駐車場出入口に交通整理員を配置する。  
 
 
 
 

＊荷さばき施設 
  搬出入計画に基づき、必要な施設

が確保されており、適切な配慮がな

されているものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊経路 
  適切な配慮がなされているもの

と認められる。 
 

 
 
（２）歩行者の通行の利便の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・駐車場出入口に交通整理員を配置し、歩行者や自転車通行者の安全を確保する。 
 
・夜間照明を設置し、夜間の利用者の安全を確保する。 
 

＊歩行者 
  歩行者等の安全性及び利便性の

確保に適切な配慮がなされている

ものと認められる。 
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 （３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

廃棄物減量化及びリサイクル計画 
・食品リサイクル法に基づき食品残さのリサイクルに取り組む。 
   生ゴミを堆肥化する、魚のアラを飼料に、廃油等を肥料・石鹸などにリサイクルする。 
・簡易包装、食品のばら売りを推進し、レジ袋、容器・包装資材の削減に努める。 
・発泡スチロール、段ボールをリサイクルする。 
・牛乳パック、食品トレー、アルミ缶を店頭回収し、リサイクルする。 
 

 周辺住民への周知方法 
  ・店頭回収により行う。 
 

＊廃棄物減量化及びリサイクル計画 
  適切な配慮がなされているもの

と認められる。 
 

 
 
 
 （４）防災対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

  なし 
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 ２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
 （１） 騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 騒音問題に対応するための対応策 
 ア 騒音問題への一般的対策 ：遮音壁を設置する。（１階荷捌施設周辺；高さ２m、厚さ５cm 中空セメント板、

屋上室外機周辺；高さ５m、厚さ５㎝ ALC板） 
                設備機器を東側屋上に配置する。 
                店舗周囲に緑地帯を設ける。 
 
イ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 ： 
  ａ荷さばき作業に伴う騒音対策 
    荷さばき作業→・作業人員への騒音防止意識の徹底。 
           ・施設配置により作業時間の短縮を図る。 
  ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策  屋外で BGM等は使用しない。 
 
 ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 ： 
  ａ冷却塔、室外機等からの騒音  ・冷凍室外機（９台）、空調室外機（16台）は、低騒音型を使用する。 
  ｂ駐車場からの騒音       ・徐行、アイドリングストップを促す看板を設置する。 
  ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音   ・施設東側に遮音壁を設置する。 

・廃棄物処理業者へ騒音抑制意識の徹底を図る。 
 
 
 
② 騒音の予測・評価について 
 ア 騒音の総合的な予測・評価方法 ： 
ａ予測方法→各音源ごとに距離減衰効果、回折効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間（6:00～22:00） 

   及び夜間（22:00～翌 6:00）における各音源の稼働状況から等価騒音レベルを算出した。 
  b 予測地点→敷地の周囲３方向から、５地点で実施。 
  c 評価方法→騒音に係る環境基準 
 
 
 
 
 

＊騒音 
  発生する騒音の予測・評価につい

ては敷地境界において超過する地

点があるものの、保全対象側地点に

おいて基準値以下であり、必要な対

応がとられているものと認められ

る。 
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    d 騒音の総合的な予測結果 

      予 測 地 点      総合的な予測（等価騒音レベル）単位：dB 
昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 地点名   用途地域区分 環境基 

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備 考 

 
Ａ  第一種中高層住居専用地域  A 42 55以下 ＜30 45以下  
 Ｂ 第一種中高層住居専用地域  A 34 55以下   30 45以下  
 Ｃ 近隣商業地域      C 34 60以下  ＜30 50以下  
 D 近隣商業地域  C 38 60以下 30 50以下  
 E 第一種中高層住居専用地域  A 34 55以下 ＜30 45以下  

 
 イ 発生する騒音ごとの予測・評価方法 
  ａ予測方法→各音源ごとに距離減衰効果、回析効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
  b 予測地点→敷地の周囲３方向から、５地点の店舗側敷地境界で実施。 
  c 評価方法→騒音規制法に係る夜間の規制基準値 
 
  d発生する騒音ごとの予測結果 

        予 測 地 点  音源ごとの予測（最大騒音レベル）単位：dB 
夜 間（22:00～6:00） 備地点名 用 途 地 域 区 分 騒音規制法 

区域区分 予測レベル 基 準 値  
考 

 
P1※  第一種中高層住居専用地域   第 １ 種   ５４ ４０以下 荷捌車輌走行音 
P2 第一種中高層住居専用地域   第 １ 種  ＜３０ ４０以下  
P3※ 近隣商業地域(中学校隣接地)   第 ３ 種   ４７ ４５以下 来客車輌走行音 
P4※ 近隣商業地域(中学校隣接地)   第 ３ 種   ４７ ４５以下 来客車輌走行音 
P5※ 近隣商業地域   第 ３ 種   ５３ ５０以下 来客車輌走行音 

   ※（注１）敷地境界地点（P1 地点）において搬入車輌走行音（３台）のみが基準値を超過するが、道路及び公園を

はさんだ保全対象側住宅地点の予測値は 38 dBであり基準以下となる。 
（注２）敷地境界（P3,P4,P5 地点）においては来客車輌車走行音が基準値を超過するが、道路をはさんだ保全対

象側住宅地点の予測値はそれぞれ 40、43、＜30 dBと基準以下となる。 
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 （２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について 
 ア 保管のための施設容量の確保    
   廃棄物等の保管施設の容量  ： ２７．０ｍ3 
              （紙製廃棄物 9.0㎥、空き缶・空き瓶 4.5㎥、生ゴミ室 6.75㎥、リサイクル品 6.75㎥） 
 
   （指針）「廃棄物等の保管容量（㎥）」紙製廃棄物＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.57ｔ×「Ｂ： 
                          廃棄物等の平均保管日数 1日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重 

（ｔ／ｍ3）0.10  ＝5.7ｍ3 
空き缶・ ＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.07ｔ×「Ｂ： 

                    空き瓶   廃棄物等の平均保管日数 3.5 日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重
（ｔ／ｍ3）0.15 ＝1.63ｍ3 

                    厨芥その他＝「Ａ：１日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.50ｔ×「Ｂ： 
                           廃棄物等の平均保管日数 1日÷「Ｃ：廃棄物等の見かけ比重

（ｔ／ｍ3）0.15 ＝3.33ｍ3 
                    合計  １０．６６ｍ3  

 
② 廃棄物等の運搬や処理について ： 
 ア・運搬方法    発泡スチロール・段ボール等は自社搬入車が回収、厨芥等は業者委託    
  ・運搬頻度    生ゴミ･可燃物→１日１回、不燃物、空き缶・空き瓶→週２回 
 イ・運搬予定業者  許可業者  

＊廃棄物 
  保管容量については、指針を上回 

 る保管容量が確保されており、また 
運搬及び処理委託業者についても

指定業者による敷地外処理を計画

しており、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （３） 街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

敷地内の緑化計画  ： 緑化面積  ３９３㎡（敷地面積 6，８９８.８８㎡）  緑化率 ５.７％ 
 
景観への配慮    ：街並みの形成及び景観との調和が図られた配置計画、建築設計とする。 
 
屋外照明・広告塔照明等 ：・点灯時間  屋外照明  日没から閉店まで 
                     
             ・光害対策  指向性をもった照明器具を採用する。 

＊緑化等  
  地域環境との調和に適切な配慮 
 がなされていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
意見とその対応 検討状況 

 
（１）印西市の意見 
① 道路工事施工承認のとおり、出入口の歩道の切下げを行うこと。 
（対応）承認のとおり施工する。 
 
② 廃棄物は減量化、資源化に努め、関係法令を遵守して処理すること 

   （対応）関係法令を遵守し処理する。 
 
③ 騒音は法令の規制基準を遵守すること。施工の際特定建設作業等に該当する場合には届出書を提出すること。 
（対応）該当する場合には提出する。 
 
④ 店内放送・音楽等の音が周辺環境に影響を及ぼさないように留意すること。 
（対応）放送・音楽等は店内のみとし、夜間は音量を下げるなどして配慮する。 
 
⑤ 廃棄物の保管・管理について、防臭、防虫等衛生に努め、周囲の生活環境に影響を及ぼさないようにすること。 
（対応）建物内に廃棄物保管庫を設け、廃棄物を区分して保管する。生ゴミは毎日回収し、回収後は清掃を徹底す

る。 
 

 
（２）住民等の意見 
        な し 
 
 
 
 

 
印西市の意見は、基本的には設置

者が計画している措置の履行を求

めるものであり、その実施に努める

としている。 
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三 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に関する事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数に対し、指針を上回る収容台数が確保されており、駐車需要は充

足されているものと認められる。 
   駐輪場については、市条例に基づき必要な収容台数が確保されており、駐輪需要は充足されているものと認められる。 
   荷さばき施設については、搬出入計画に基づく必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がなされているものと認められる。 
２ 騒音の発生に係る事項については、発生する騒音の予測評価を実施した結果、発生する騒音ごとの予測評価において、荷捌施設における荷捌車輌走行音及

び中学校隣接地における来客車輌走行音が敷地境界において基準値を超過する地点があるものの、道路等をはさんだ保全対象側住宅地点では基準以下となり、

必要な対応がとられているものと認められる。 
３ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関して

も適切な配慮がなされているものと認められる。 
４ 街並みづくり等への配慮について、地域環境との調和に適切な配慮がなされているものと認められる。 

 
 なお、印西市の意見については、適切な対応がなされるものと認められる。 
また、住民等からの意見はなかった。 
 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適切に配慮されていると

判断する。 
 
四 県の意見（案） 
  「意見なし」  
  なお、店舗の維持・運営にあたっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ３       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5条第 1項） 
 
一 審議案件の概要 
（１）大規模小売店舗の名称 ：ワンダーグー東金店                      ＜届出概要＞ 
（２）所在地  ：東金市田間字末無２２２番ほか 
（３）建物設置者：片岡美徳 
（４）小売業者名：株式会社ブックランドカスミ 代表取締役 野村邦男（業種：ＣＤ、書籍販売） 
（５）敷地の概要：・敷地面積 ５，６５１㎡  ・所有形態 自己所有、一部賃貸借契約 

 ・都市計画区域 市街化区域（準住居、無指定） 
・現況 更地、駐車場 
・農地転用 平成１５年５月１５日 
・開発許可 平成１５年５月１５日 
・建築確認 平成１５年７月２５日 

建物の概要：・構造 鉄骨造平屋建て   ・建築面積 １，８５９㎡   
・延床面積 １，８５９㎡  ・店舗面積 １，６４９㎡ 

（６）周辺の環境等：北側で国道１２６号に面し、南側、東側は水路を挟んで住宅地区、 
          西側及び国道を挟んだ北側は商業業務地区となっている。 
 （７）処理経過： 届出日     平成１５年２月７日 

       公告縦覧期間  平成１５年２月２５日～平成１５年６月２５日 
       説明会  日時 （１回目）平成１５年３月１５日 午後１時から 
               （２回目）平成１５年３月２９日 午後１時から 
            場所 東金アリーナ（東金市） 

（８）市町村・住民等の意見： 
・東金市の意見  あり 
・住民等の意見  なし 

 

１ 新設日 ：平成１５年１１月１日 
２ 店舗面積：１，６４９㎡ 
３ 駐車場の位置：図３ 
  駐車場の収容台数：８８台 
４ 駐輪場の位置：図３ 
  駐輪場の収容台数：４４台 
５ 荷さばき施設の位置：図３ 
  荷さばき施設の面積：１３㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３ 
  廃棄物保管施設の容量：１６ｍ３ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：翌午前０時 
８ 駐車場利用可能時間帯：午前９時３０分 
             ～翌午前０時３０分 
９ 駐車場の出入口の数：２か所 
 駐車場の出入口の位置：図３ 

10 荷さばき可能時間帯：午前６時～午前１０時 
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二 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数 ：届出台数 ８８台 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,051人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 1.649千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 75％）÷（Ｄ：平均乗車人員 2人）  
           ×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.65） 

              ＝６７台 
 
② 駐車場の位置及び構造等（図３ 参照） 
・ 店舗と同一敷地内に平面駐車場を８８台確保する。 
・ 従業員等駐車場は、敷地内に別途１０台確保する。 

 
出入口  
・ 店舗と同一敷地で、国道に接する 入口専用１か所 
・ 国道から引き込んだ市道に接する 出入口１か所 
 
交通への支障を回避するための方策（図３ 参照）  
・ 開業時及び繁忙時等混雑が予想される日には、交通整理員を各出入口に配置する。 
（午前１０時～午後６時） 

 
③ 駐輪場の確保等（図３ 参照） 
   届出台数 ４４台 

指針による参考値 
 1,649㎡÷38㎡＝43台 

 
 
 
 
 
 
 
 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が設定され

ており、駐車需要は充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  駐輪場の需要については、指針の参

考値を用い、充足していると認められ

る。 
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④ 荷さばき施設の整備等（図３ 参照） 
イ 荷さばき施設の整備  面積：１２．５㎡ 
ロ 計画的な搬出入 
  ・同時作業可能台数 ：大型車 １台  ・待機スペース ：なし 
  ・搬出入車両専用出入口 ：なし 
  ・荷さばき可能時間帯 ：午前６時～午前１０時 
・搬出入車両 ：１日１台 

  ・平均的な荷さばき処理時間 ：１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：１台 
 

⑤ 経路の設定等（図４ 参照） 
 イ 案内経路 
   駐車場出入口に看板を設置、駐車場内の誘導経路を略図にて掲示する。 

チラシ等の配布：開店時、新聞折込チラシの中に案内経路図を掲載。 
 交通整理員の配置：繁忙時には、交通整理員を配置する。 

※荷さばき施設 
搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ているものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 
経路設定及び経路案内は、案内看板

の設置、チラシ掲載によるＰＲ等、適

切な配慮がなされているものと認めら

れる。 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
 歩行者用出入口を設置し、駐車場内に幅員１．５ｍの歩行者用通路を設置する。 
 夜間照明を設置する。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、適切な配慮がなされているものと

認められる。 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
廃棄物減量化及びリサイクル計画 ： 
 荷下ろし後、包装等の廃棄物は持ち帰る。 
 過剰包装をしないよう周知徹底する。 

※ 廃棄物減量化及びリサイクル計画

について、適切な配慮がなされている

ものと認められる。 
 
（４）防災対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
 なし。今後、要請があれば災害時には避難場所として駐車場を提供する。 ※ 防災対策について、適切な配慮がな

されているものと認められる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
①騒音問題に対応するための対応策 
イ 騒音問題への一般的対策 ：遮音壁の設置（高さ２．０ｍ、厚さ９５ｍｍ。グラスウール入り亜鉛メッキ鋼板・ 

アルミパネル） 
ロ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 ： 
ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・小型貨物を採用する。 
・荷さばき施設は住宅地より離れた場所に設置する。 
・計画的な搬入により作業時間を午前６時～午前１０時）に特定し、夜間には行わない。 
・作業時のアイドリングの禁止の徹底及び作業員への騒音防止意識の徹底を図る。 

ｂ 営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・ＢＧＭ等は使用しない。 

 
ハ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
ａ 室外機等からの騒音 ： 
   送風機を６台、室外機１９台。低騒音型を採用する。 
ｂ 駐車場からの騒音対策 ： 
・床の段差をなくす。 
・排水蓋を固定する。 
・夜間については、住宅地側の駐車場の利用制限をする。 
・誘導員・監視員により場内走行の円滑化。 
・アイドリングストップを促す看板を設置する。 

ｃ 廃棄物収集作業に伴う騒音 
・回収時間帯を午前６時～午前１０時に制限する。 
・廃棄物処理業者への騒音抑制意識の働きかけに努める。 
・停車時にはアイドリングを禁止する。 

 
 
 
 
 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、敷地境界において超過する地点が

あるものの、保全対象側地点において

基準値以下であり、必要な対応がとら

れているものと認められる。 



5 

 
②騒音の予測・評価について（図２ 参照)                                   
イ 騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ 予測方法→ 各音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)におけ

る各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点→ 建物の周囲４方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な

住居等の屋外５地点 
ｃ 評価方法→ 騒音に係る環境基準（ただし、Ｂ～Ｅは、環境基準のあてはめはなく、「主として住居の用に 

供される地域」Ｂ類型として評価。） 
   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 環境基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ 準住居 Ａ 41 55以下 32 45以下  
Ｂ 無指定 Ｂ 45 55以下 34 45以下  
Ｃ 〃 Ｂ 43 55以下 33 45以下  
Ｄ 〃 Ｂ 43 55以下 36 45以下  
Ｅ 〃 Ｂ 45 55以下 34 45以下  
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 ロ 発生する騒音ごとの予測･評価方法      
ａ 予測方法→ 各音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点→ 建物の周囲４方向において近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な 

住居等のの敷地境界５地点 
ｃ 評価方法→ 騒音規制法に係る夜間の規制基準値（ただし、ｂ～ｅは、騒音規制法のあてはめがなく、 
       東金市環境保全条例によるその他地域の夜間の基準値５０ｄＢで評価。） 

   予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 騒音規制法 
区域区分 予測レベル 基準値 

備考 

a 準住居 第二種 ※53 45以下 来客車輌走行音 
b 無指定 その他 45 50以下 来客車輌走行音 
c 〃 〃 44 50以下 来客車輌走行音 
D 〃 〃 38 50以下 来客車輌走行音 
e 〃 〃 38 50以下 来客車輌走行音 

   ※a点において、来客車輌走行音が基準値を超過するが、保全対象側の道路を挟んだ住宅側のＡ点においては 
    43dbで基準値を下回る。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について（図３ 参照） 
イ 保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：１６m3 
 （指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」 12.5m3 

（内訳）紙製廃棄物＝「A：1日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.25×1.649千㎡」× 
「B：廃棄物等の平均保管日数 2日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/ｍ３）0.10」
＝8.24m3 

空き缶・空き瓶=「A：1日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.037×1.649千㎡」× 
「B（廃棄物等の平均保管日数 ３日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎡）
0.15（缶）、0.20（瓶）」＝（缶）1.22ｍ３、（瓶）0.92ｍ３ 

厨芥その他＝「A：1日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.098×1.649千㎡」× 
「B（廃棄物等の平均保管日数 2日」÷「C（廃棄物等の見かけ比重（ｔ/ｍ３）0.15」
＝2.16m3 

合計 12.54ｍ３ 
 
② 廃棄物等の運搬や処分について ： 
イ ・運搬・処理方法 市指定業者による敷地外処理を予定。 
 ロ 運搬・処理予定業者 
   ・空き缶、紙製ゴミは資源化のため資源化業者に引き渡す。 

※廃棄物 
保管容量については、指針を上回る

保管容量が確保されており、充足して

いると認められる。 
 

 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・敷地内の緑化計画 ：緑化面積 309.53㎡（敷地面積 5,651.08㎡）敷地の 3.0％以上を確保する。 
・屋外照明・広告塔照明等 ： 
 ・点灯時間  午後５時から翌午前０時３０分まで 
 ・光害対策  照明光が周辺の住民の住居内に差し込まない角度とし、安全確保に必要な程度の照度とする。 

※緑化等 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
意見とその対応 検討状況 

（１）東金市からの意見について 
①災害時における従業員や施設利用者の安全確保のため災害時行動マニュアルを作成し、防災体制の整備を図るこ

と。 
（対応）防災マニュアルをレジ及び控え室などの従業員の目に付く場所に貼り、避難経路及び消化器の配置を明

確にし、来客者の目に付く場所にも貼り、周知する。 
②廃棄物の処理方法について不明確であるため、市の指定業者による処理等、適切に自己処理されたい。 
（対応）従業員が出すゴミについては、従業員への教育を徹底し、各自持ち帰り自己処理する。搬出入等により

出るゴミについては、搬出入時に運搬業者が責任を持ってすべて持ち帰る。 
 
（２）住民等の意見 
    なし 

※市町村及び住民等意見 
  ①意見については、指針に係る事項

ではなく、また、これに対応する旨の

報告がなされている。 
  ②意見については、適切な対応がな

されるものと認められる。 
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三 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要は充足されているものと認められる。 
   駐輪場についても、同様に駐輪需要は充足されているものと認められる。 

荷さばき施設については、搬出入車輌の車輌種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がなされているものと認めら

れる 
 

 ２ 騒音の発生に係る事項については、発生する騒音全体の予測評価を実施した結果、発生する騒音ごとの予測評価において、来客車輌走行音が敷地境界におい

て基準を超過する地点があるものの、道路を挟んだ保全対象側の住居地点では基準値以下となり、必要な対応がとられているものと認められる。 
 

 ３ 廃棄物に係る事項等について、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がなされているものと認められる。 
 
 ４ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされているものと認められる。 
 
 なお、東金市からの意見については、適切な対応がなされるものと認められる。 
 また、住民等からの意見はなかった。 
 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
四 県の意見(案) 

   意見なし。 
   なお、店舗の維持・運営にあたっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 


